
令和 4 年度第３回理事会開催（決議の省略による） 

 

定時総会において決議があったものとみなされた「役員の報酬及び費用に関する規程」の

一部改正を受けた次の審議事項に係る提案について、すべての理事の皆様から書面により

同意の意思表示を得、また、すべての監事の皆様から書面により異議がない旨の意思表示を

いただき、原案のとおり承認されました。 

 

審議事項 

   常勤役員の報酬年額の改正について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


